
指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

視

覚

障

害

平
衡
機
能
障
害

音
声
・
言
語
機
能
障
害

（
そ
し
ゃ
く
含
む
）

肢

体

不

自

由

ぼ
う
こ
う
又
は

直
腸
の
機
能
障
害

石

川

知

子

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

西
別
府
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
四
五
四
八
番
地

平
二
八
・
九
・
一
五

視

覚

障

害

福

井

志

保

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

別
府
医
療
セ
ン
タ
ー

別
府
市
内
竈
一
四
七
三

〃

肢

体

不

自

由

馬
見
塚

尚

孝

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

西
別
府
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
四
五
四
八
番
地

〃

心
臓
の
機
能
障
害

賀

來

俊

彦

医
療
法
人
恵
友
会

杵
築
中
央
病
院

杵
築
市
大
字
杵
築
一
二
○
番
地

〃

ぼ
う
こ
う
又
は

直
腸
の
機
能
障
害

長
谷
川

淑

博

医
療
法
人
玄
々
堂

玄
々
堂
泌
尿
器
科

宇
佐
市
大
字
四
日
市
一
九
―
一

〃

腎
臓
の
機
能
障
害

青

木

宏

平

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

沿
岸
名

海
岸
名

地
区
海

岸

名

区

域

豊
後
水

道
西
沿

岸

上
浦
漁

港
海
岸

上
浦
地

区
海
岸

一

指
定
場
所

大
分
市
大
字
一
尺
屋
字
上
浦

二

指
定
区
域

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
補
助
点
四
の
一
、
補
助
点

四
の
二
、
補
助
点
三
の
二
、
補
助
点
三
の
一
、
補
助
点
二
の
二
、
補
助

点
二
の
一
、
補
助
点
一
の
一
及
び
基
点
一
を
順
次
に
結
ん
だ
線
内
の
区

域
三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示

基
点
一

北
緯
三
三
度
一
二
分
一
五
秒
五
九
八
〇

東
経
一
三
一
度
五
一
分
三
七
秒
三
七
三
〇

基
点
二

北
緯
三
三
度
一
二
分
〇
九
秒
九
九
六
〇

告

示

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

漁
港
区
域
に
係
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

漁
港
区
域
に
係
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平
成
二
十
八
年
度
大
分
県
職
員
（
看
護
師
：
経
験
者
）
採
用
選
考
試
験
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

平
成
二
十
八
年
度
大
分
県
職
員
（
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）
採
用
選
考
試
験
公
告
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
十
九
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
係
る
海
岸
保

全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
一
九
号

十

月

四

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



東
経
一
三
一
度
五
一
分
三
九
秒
九
九
六
〇

基
点
三

北
緯
三
三
度
一
二
分
〇
七
秒
八
六
二
〇

東
経
一
三
一
度
五
一
分
四
三
秒
〇
三
八
〇

基
点
四

北
緯
三
三
度
一
二
分
〇
六
秒
三
一
七
七

東
経
一
三
一
度
五
一
分
四
九
秒
一
三
二
七

補
助
点
四
の
一

北
緯
三
三
度
一
二
分
〇
七
秒
七
五
〇
九

東
経
一
三
一
度
五
一
分
五
〇
秒
六
一
八
四

補
助
点
四
の
二

北
緯
三
三
度
一
二
分
〇
九
秒
五
六
九
七

東
経
一
三
一
度
五
一
分
五
一
秒
〇
五
五
四

補
助
点
三
の
二

北
緯
三
三
度
一
二
分
一
〇
秒
二
〇
三
六

東
経
一
三
一
度
五
一
分
四
七
秒
三
二
一
九

補
助
点
三
の
一

北
緯
三
三
度
一
二
分
一
一
秒
二
一
二
一

東
経
一
三
一
度
五
一
分
四
四
秒
八
三
三
一

補
助
点
二
の
二

北
緯
三
三
度
一
二
分
一
四
秒
三
二
四
二

東
経
一
三
一
度
五
一
分
四
二
秒
六
四
六
七

補
助
点
二
の
一

北
緯
三
三
度
一
二
分
一
三
秒
五
三
四
二

東
経
一
三
一
度
五
一
分
四
一
秒
〇
五
五
七

補
助
点
一
の
一

北
緯
三
三
度
一
二
分
一
六
秒
二
六
二
六

東
経
一
三
一
度
五
一
分
三
九
秒
九
六
二
六

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
久
木
野
尾
山
浦
線

杵
築
市
山
香
町
大
字
山
浦
字
谷
二
九
〇
一
番
一
六

か
ら

杵
築
市
山
香
町
大
字
山
浦
字
谷
二
八
八
六
番
四
ま

で

平
二
八
・
一
〇
・

四

県
道
渋
見
成
恒
中
津
線

中
津
市
三
光
原
口
字
中
村
四
一
八
番
一
地
先
か
ら

中
津
市
三
光
原
口
字
出
口
七
六
一
番
一
地
先
ま
で

役

名

氏

名

住

所

理

事

野

仲

憲

明

豊
後
大
野
市
緒
方
町
中
野
九
三
番
地

〃

工

藤

和

三

〃

緒
方
町
上
畑
四
五
四
番
地

〃

荒

巻

文

吉

〃

緒
方
町
小
原
八
三
五
番
地

〃

佐

藤

松

生

〃

緒
方
町
栗
生
六
五
二
番
地

〃

一

宮

文

志

〃

緒
方
町
栗
生
二
九
四
番
地

〃

矢
須
田

尚

利

〃

緒
方
町
木
野
一
一
七
九
番
地
二

〃

深

田

勝

貴

〃

緒
方
町
木
野
四
四
一
番
地

〃

髙

倉

信

廣

〃

緒
方
町
中
野
八
五
七
番
地

監

事

工

藤

保

夫

〃

緒
方
町
小
原
一
二
七
四
番
地

〃

麻

生

真

澄

〃

緒
方
町
栗
生
五
八
九
番
地
二

〃

板

井

和

浩

〃

緒
方
町
木
野
九
五
六
番
地

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
号

漁
港
区
域
に
係
る
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
六
年
大
分
県
告
示
第
二
百
四
十

号
）
で
指
定
し
た
豊
後
水
道
西
沿
岸
上
浦
漁
港
海
岸
上
浦
地
区
海
岸
保
全
区
域
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
公

告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
谷
緒
土

地
改
良
区
（
豊
後
大
野
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

二



〃

工

藤

彰

一

〃

緒
方
町
中
野
二
の
一
一
二
三
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

宗

正

司

豊
後
大
野
市
緒
方
町
栗
生
六
一
一
番
地

〃

又

部

晃

〃

緒
方
町
木
野
一
一
九
九
番
地

〃

麻

生

道

明

〃

緒
方
町
小
原
一
三
四
五
番
地

〃

荒

巻

文

吉

〃

緒
方
町
小
原
八
三
五
番
地

〃

菊

池

未
喜
男

〃

緒
方
町
栗
生
四
六
〇
番
地

〃

堀

敦

雄

〃

緒
方
町
木
野
七
五
三
番
地

〃

工

藤

彰

一

〃

緒
方
町
中
野
二
の
一
一
二
三
番
地

〃

野

仲

憲

明

〃

緒
方
町
中
野
九
三
番
地

監

事

深

田

憲

治

〃

緒
方
町
小
原
一
九
九
五
番
地

〃

工

�

憲

之

〃

緒
方
町
栗
生
三
〇
八
番
地

〃

野

仲

信

吉

〃

緒
方
町
木
野
二
六
二
番
地

〃

髙

橋

啓

二

〃

緒
方
町
中
野
一
三
七
番
地
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

選
考
項
目

選
考
の
内
容

日
時

場
所

看
護
職
適

性
検
査

（
１００点

）

看
護
職
と
し
て
の
適
応
性

を
資
質
、
能
力
及
び
対
人

関
係
の
面
か
ら
み
る
検
査

平
成
２８年

１１月
２７日

（
日
）

受
付

８
：
３０～

８
：
５０

適
性
検
査
９
：
１０～

１０：
００

面
接
試
験

１０：
３０～

※
受
験
者
数
の
状
況
に
よ
っ
て
は
面

接
試
験
の
実
施
日
等
を
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

大
分
県
立
病
院

（
大
分
市
大
字
豊
饒

４７６番
地
）

面
接
試
験

（
３００点

）
公
務
員
及
び
看
護
師
と
し

て
の
適
格
性
、
専
門
的
知

識
並
び
に
人
物
に
つ
い
て

の
個
別
面
接

開
示
場
所

大
分
県
立
病
院
事
務
局

総
務
経
営
課

（
大
分
県
立
病
院
３
階
）

開
示
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
１
箇

月
間
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

祝
日
を
除
く

８
：
３０～

１７：
１５）

開
示
方
法

閲
覧

開
示
内
容

種
目
別
得

点
、
総
合
得

点
及
び
順
位

開
示
請
求
で
き
る
者

受
験
者

（
就
任
役
員
）平

成
２８年

度
大
分
県
職
員
（
看
護
師
：
経
験
者
）
採
用
選
考
試
験
公
告

平
成
２８年

１０月
４
日

大
分
県
病
院
局

次
の
と
お
り
、
大
分
県
職
員
（
看
護
師
：
経
験
者
）
採
用
選
考
試
験
を
行
い
ま
す
。

１
選
考
対
象
職
及
び
職
務
の
内
容

看
護
師
（
大
分
県
立
病
院
に
勤
務
し
、
看
護
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
ま
す
。
）

２
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
２０３号

）
に
規
定
す
る
看
護
師
免
許
を
有
す
る
者

⑵
平
成
２８年

１０月
１
日
現
在
、
看
護
師
免
許
取
得
後
、
医
療
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
２０５号

）
第
１
条

の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
病
院
（
２０人

以
上
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
医
療
機

関
）
に
お
い
て
、
看
護
業
務
に
３
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

⑶
昭
和
４２年

４
月
２
日
か
ら
昭
和
６２年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

⑷
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

に
該
当
し
な
い
者

⑸
平
成
２９年

４
月
１
日
以
降
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

※
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
も
受
験
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
、
採
用
時

に
職
務
に
従
事
可
能
な
在
留
資
格
が
な
い
場
合
は
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
国
籍
を
有
し
な

い
者
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
「
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
形
成
へ
の
参
画
に
携
わ
る
職
に
は

就
け
な
い
」
と
い
う
公
務
員
の
基
本
原
則
に
沿
っ
た
任
用
が
行
わ
れ
ま
す
。

３
選
考
方
法
、
日
時
等

（
注
）
合
格
発
表
は
、
１２月

２２日
（
木
）
に
大
分
県
立
病
院
１
階
正
面
玄
関
掲
示
板
及
び
大
分
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
病
院
局
の
ペ
ー
ジ
http://w

w
w
.pref.oita.jp/soshiki/７５００７/）

に
て
受
験
番

号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
は
別
途
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

合
格
者
に
郵
送
す
る
合
格
通
知
書
は
延
着
又
は
不
着
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
必
ず
上
記
の

掲
示
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

４
選
考
結
果
の
開
示

選
考
結
果
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５号

）
第
２１条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
で
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

三



所
在

地
等

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６（

大
分
県
立
病
院
３
階
）

電
話
（
０９７）

５４６－
７１１１・

７１１２

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
－
１
－
１

電
話
（
０９７）

５３６－
１１１１

〒
８７０－

００２２
大
分
市
大
手
町
２
－
３
－
１２（

大
分
県
市
町
村
会
館
６

階
）
電
話
（
０９７）

５０６－
５２１１

機
関

名

大
分
県
立
病
院

大
分
県
庁
舎
の
各
受
付

（
本
館
、
新
館
、
別
館
）

大
分
県
人
事
委
員
会
事
務
局

東
部

振
興

局
〒
８７３－

０５０４
国
東
市
国
東
町
安
国
寺
７８６－

１
（
国
東
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７８）

７２－
１２１２

南
部

振
興

局
〒
８７６－

０８１３
佐
伯
市
長
島
町
１
－
２
－
１
（
佐
伯
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７２）

２２－
０３９０

豊
肥

振
興

局
〒
８７８－

００１３
竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
１５０１－

２
（
竹
田
総
合
庁
舎

内
）
電
話
（
０９７４）

６３－
１１７１

西
部

振
興

局
〒
８７７－

０００４
日
田
市
城
町
１
－
１
－
１０（

日
田
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７３）

２３－
２２００

北
部

振
興

局
〒
８７９－

０４５４
宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
２３５－

１
（
宇
佐
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７８）

３２－
１１７０

大
分
県
東
京
事
務
所
〒
１０４－

００６１
東
京
都
中
央
区
銀
座
２
－
２
－
２
（
ヒ
ュ
ー
リ
ッ
ク
西

銀
座
ビ
ル
６
階
）
電
話
（
０３）

６８６２－
８７８７

大
分
県
大
阪
事
務
所
〒
５３０－

０００１
大
阪
市
北
区
梅
田
１
－
１
－
３
－
２１００（

大
阪
駅
前
第

３
ビ
ル
２１階

）
電
話
（
０６）

６３４５－
００７１

大
分
県
福
岡
事
務
所
〒
８１０－

０００１
福
岡
市
中
央
区
天
神
２
－
１４－

８
（
福
岡
天
神
セ
ン
タ

ー
ビ
ル
１０階

）
電
話
（
０９２）

７２１－
００４１

な
お
、
開
示
に
当
た
っ
て
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
本
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
学
生
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）
を
必
ず
持
参
の
上
、
開
示
場
所
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
各
選
考
項
目
に
は
そ
れ
ぞ
れ
合
格
基
準
を
設
け
て
お
り
、
一
つ
で
も
基
準
に
達
し
な
い
場
合

は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
総
合
得
点
及
び
順
位
が
上
位
で
あ
っ
て
も
「
不
合
格
」
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

［
得
点
の
算
出
方
法
］

看
護
職
適
性
検
査
の
得
点
は
、
粗
点
（
正
解
数
）
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
、
平
均
点
、
標

準
偏
差
を
用
い
て
下
記
の
方
法
で
算
出
し
た
標
準
点
を
用
い
ま
す
。

標
準
点
＝
配
点
割
合
（
１
．
０
）
×
���� ���
粗
点
－
平
均
点

標
準
偏
差

���
×

１５
＋

５０
����

５
受
験
手
続

⑴
受
験
申
込
書
類

ア
平
成
２８年

度
大
分
県
職
員
（
看
護
師
：
経
験
者
）
採
用
選
考
試
験
申
込
書

イ
平
成
２８年

度
大
分
県
職
員
（
看
護
師
：
経
験
者
）
採
用
選
考
試
験
受
験
票

������

各
１
部

ウ
面
接
カ
ー
ド

エ
看
護
師
免
許
証
の
写
し
（
A
４
サ
イ
ズ
に
縮
小
の
こ
と
）

※
上
記
ア
及
び
イ
に
貼
付
す
る
写
真
は
、
申
込
前
３
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
脱
帽
、
正
面
向
き
で
本

人
と
明
瞭
に
確
認
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑵
申
込
書
等
の
請
求

申
込
書
等
は
、
次
の
県
の
機
関
で
配
布
し
ま
す
。

（
注
１
）
申
込
書
等
は
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
病
院
局
の
ペ
ー
ジ
http://w

w
w
.pref.oita.jp/

soshiki/７５００７/）
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

（
注
２
）
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
左
側
に
「
大
分
県
職
員
（
看
護
師
：
経
験
者
）
採

用
選
考
受
験
案
内
請
求
」
と
赤
書
き
の
上
、
返
信
用
封
筒
（
角
形
２
号
封
筒
（
２４０m

m
×

３３２m
m
）
に
宛
先
を
明
記
し
１４０円

切
手
を
貼
付
し
た
も
の
）
を
同
封
し
、
大
分
県
立
病
院

事
務
局
総
務
経
営
課
人
事
班
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

⑶
申
込
書
の
提
出

所
定
の
申
込
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
験
票
の
所
定
欄
に
５２円

切
手
を
貼
付
の
上
、
下
記
に

よ
り
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
受
験
票
を
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
病
院
局
の
ペ
ー
ジ
）
か
ら

印
刷
し
た
場
合
は
、
官
製
は
が
き
の
裏
面
に
貼
付
の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
左
側
に
「
大
分
県
職
員
（
看
護
師
：
経
験
者
）
採
用
選
考
受
験
」
と
赤

書
き
し
、
郵
便
局
の
窓
口
に
持
参
し
て
簡
易
書
留
の
手
続
を
行
い
、
簡
易
書
留
の
受
領
証
を
受
験
票
が

届
く
ま
で
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
込
先
）
大
分
県
病
院
局
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
人
事
班

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６番

地

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

四



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

選
考
項
目

選
考
の
内
容

日
時

場
所

教
養
試
験

（
択
一
式
）

（
４０点

）

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一

般
的
知
識
及
び
知
能
（
言

語
能
力
、
数
的
能
力
）
に

つ
い
て
の
択
一
式
に
よ
る

筆
記
試
験

平
成
２８年

１１月
２７日

（
日
）

受
付

８
：
００～

８
：
２０

教
養
試
験
８
：
４０～

９
：
４０

専
門
試
験

１０：
１０～

１１：
４０

面
接
試
験

１３：
００～

※
受
験
者
数
の
状
況
に
よ
っ
て

は
面
接
試
験
の
実
施
日
等
を

変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

大
分
県
立
病
院

（
大
分
市
大
字
豊
饒

４７６番
地
）

専
門
試
験

（
記
述
式
）

（
１２０点

）

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び

疾
病
、
心
理
学
理
論
と
心

理
的
支
援
、
相
談
援
助
の

基
盤
と
専
門
職
、
相
談
援

助
の
理
論
と
方
法
、
地
域

福
祉
の
理
論
と
方
法
、
社

会
保
障
、
高
齢
者
に
対
す

る
支
援
と
介
護
保
険
制

度
、
障
害
者
に
対
す
る
支

援
と
障
害
者
自
立
支
援
制

度
、
児
童
や
家
庭
に
対
す

（
申
込
期
間
）
平
成
２８年

１０月
１１日

（
火
）
か
ら
１０月

２８日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝

日
を
除
く
。
）
の
８
時
３０分

か
ら
１７時

１５分
ま
で
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
１０月

２８日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受

け
付
け
ま
す
。

⑷
申
込
者
へ
の
受
験
票
の
郵
送
等

大
分
県
病
院
局
が
申
込
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
１１月

上
旬
に
申
込
者
に
受
験
票
を
郵
送
し
ま
す
。

な
お
、
１１月

１１日
（
金
）
ま
で
に
受
験
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営

課
人
事
班
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

６
採
用
予
定
者
数

５
人

７
採
用
時
期

採
用
予
定
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
２９年

４
月
１
日
で
す
。

な
お
、
平
成
２９年

４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
職
員
定
数
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
年
度
内
の
一
定
期
間
、

臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
任
用
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

８
勤
務
予
定
場
所

大
分
県
立
病
院
に
勤
務
し
、
看
護
業
務
に
従
事
し
ま
す
。

９
給
与
初
任
給
と
し
て
月
額
、
大
卒
２０９，１００円

、
短
大
３
卒
２０３，５００円

（
平
成
２８年

４
月
１
日
現
在
）
の
ほ

か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
勤
務
態
様

等
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
職
歴
等
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
ま
す
。

１０
問
合
せ
・
連
絡
先

大
分
県
病
院
局
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
人
事
班

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６番

地
電
話
０９７－

５４６－
７２８２

平
成
２８年

度
大
分
県
職
員
（
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）
採
用
選
考
試
験
公
告

平
成
２８年

１０月
４
日

大
分
県
病
院
局

次
の
と
お
り
、
大
分
県
職
員
（
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）
採
用
選
考
試
験
を
行
い
ま
す
。

１
選
考
対
象
職
及
び
職
務
の
内
容

医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
大
分
県
立
病
院
に
勤
務
し
、
患
者
相
談
支
援
業
務
等
、
県
立
病
院
事
務

局
職
員
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
ま
す
。
）

２
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
し
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
６２年

法
律
第
３０号

）
第
２８

条
に
基
づ
く
登
録
を
受
け
て
い
る
者

⑵
平
成
２８年

１０月
１
日
現
在
、
医
療
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
２０５号

）
第
１
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す

る
病
院
（
２０人

以
上
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
医
療
機
関
）
に
お
い
て
、
医
療
ソ

ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
実
務
経
験
が
１
年
以
上
あ
る
者

⑶
昭
和
５２年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

⑷
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

に
該
当
し
な
い
者

⑸
平
成
２９年

４
月
１
日
以
降
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

※
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
も
受
験
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
、
採
用
時

に
職
務
に
従
事
可
能
な
在
留
資
格
が
な
い
場
合
は
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
国
籍
を
有
し
な

い
者
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
「
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
形
成
へ
の
参
画
に
携
わ
る
職
に
は

就
け
な
い
」
と
い
う
公
務
員
の
基
本
原
則
に
沿
っ
た
任
用
が
行
わ
れ
ま
す
。

３
選
考
方
法
、
日
時
等

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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開
示
場
所

大
分
県
立
病
院
事
務
局

総
務
経
営
課

（
大
分
県
立
病
院
３
階
）

開
示
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
１
箇

月
間
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

祝
日
を
除
く

８
：
３０～

１７：
１５）

開
示
方
法

閲
覧

開
示
内
容

種
目
別
得

点
、
総
合
得

点
及
び
順
位

開
示
請
求
で
き
る
者

受
験
者

所
在

地
等

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６（

大
分
県
立
病
院
３
階
）

電
話
（
０９７）

５４６－
７１１１・

７１１２

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
－
１
－
１

電
話
（
０９７）

５３６－
１１１１

〒
８７０－

００２２
大
分
市
大
手
町
２
－
３
－
１２（

大
分
県
市
町
村
会
館
６

階
）
電
話
（
０９７）

５０６－
５２１１

〒
８７３－

０５０４
国
東
市
国
東
町
安
国
寺
７８６－

１
（
国
東
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７８）

７２－
１２１２

〒
８７６－

０８１３
佐
伯
市
長
島
町
１
－
２
－
１
（
佐
伯
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７２）

２２－
０３９０

〒
８７８－

００１３
竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
１５０１－

２
（
竹
田
総
合
庁
舎

内
）
電
話
（
０９７４）

６３－
１１７１

機
関

名

大
分
県
立
病

院

大
分
県
庁
舎
の
各
受
付

（
本
館
、
新
館
、
別
館
）

大
分
県
人
事
委
員
会
事
務
局

東
部

振
興

局

南
部

振
興

局

豊
肥

振
興

局

（
注
）
合
格
発
表
は
、
１２月

２２日
（
木
）
午
前
９
時
に
大
分
県
立
病
院
１
階
正
面
玄
関
掲
示
板
及
び
大

分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
病
院
局
の
ペ
ー
ジ
http://w

w
w
.pref.oita.jp/soshiki/７５００７/）

に
て
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
は
別
途
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

合
格
者
に
郵
送
す
る
合
格
通
知
書
は
延
着
又
は
不
着
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
必
ず
上
記
の

掲
示
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

４
選
考
結
果
の
開
示

選
考
結
果
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５号

）
第
２１条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
で
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
開
示
に
当
た
っ
て
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
本
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
学
生
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）
を
必
ず
持
参
の
上
、
開
示
場
所
に

来
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
各
選
考
項
目
に
は
そ
れ
ぞ
れ
合
格
基
準
を
設
け
て
お
り
、
一
つ
で
も
基
準
に
達
し
な
い
場
合

は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
総
合
得
点
及
び
順
位
が
上
位
で
あ
っ
て
も
「
不
合
格
」
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

［
得
点
の
算
出
方
法
］

教
養
試
験
の
得
点
は
、
粗
点
（
正
解
数
）
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
、
平
均
点
、
標
準
偏
差

を
用
い
て
下
記
の
方
法
で
算
出
し
た
標
準
点
を
用
い
ま
す
。

標
準
点
＝
配
点
割
合
（
０
．
４
）
×
���� ���
粗
点
－
平
均
点

標
準
偏
差

���
×

１５
＋

５０
����

５
受
験
手
続

⑴
受
験
申
込
書
類

ア
平
成
２８年

度
大
分
県
職
員
（
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）
採
用
選
考
試
験
申
込
書

イ
平
成
２８年

度
大
分
県
職
員
（
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）
採
用
選
考
試
験
受
験
票

������

各
１
部

ウ
面
接
カ
ー
ド

エ
社
会
福
祉
士
登
録
証
の
写
し
（
A
４
サ
イ
ズ
と
す
る
こ
と
。
）

※
上
記
ア
及
び
イ
に
貼
付
す
る
写
真
は
、
申
込
前
３
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
脱
帽
、
正
面
向
き
で
本

人
と
明
瞭
に
確
認
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑵
申
込
書
等
の
請
求

申
込
書
等
は
、
次
の
県
の
機
関
で
配
布
し
ま
す
。

る
支
援
と
児
童
・
家
庭
福

祉
制
度
、
低
所
得
者
に
対

す
る
支
援
と
生
活
保
護
制

度
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ

ス
、
就
労
支
援
サ
ー
ビ

ス
、
権
利
擁
護
と
成
年
後

見
制
度
等
に
つ
い
て
の
記

述
式
に
よ
る
筆
記
試
験

面
接
試
験

（
２４０点

）
公
務
員
及
び
医
療
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の

適
格
性
、
専
門
的
知
識
並

び
に
人
物
に
つ
い
て
の
個

別
面
接

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
報
（
公
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西
部

振
興

局
〒
８７７－

０００４
日
田
市
城
町
１
－
１
－
１０（

日
田
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７３）

２３－
２２００

北
部

振
興

局
〒
８７９－

０４５４
宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
２３５－

１
（
宇
佐
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７８）

３２－
１１７０

大
分
県
東
京
事
務
所
〒
１０４－

００６１
東
京
都
中
央
区
銀
座
２
－
２
－
２
（
ヒ
ュ
ー
リ
ッ
ク
西

銀
座
ビ
ル
６
階
）
電
話
（
０３）

６８６２－
８７８７

大
分
県
大
阪
事
務
所
〒
５３０－

０００１
大
阪
市
北
区
梅
田
１
－
１
－
３
－
２１００（

大
阪
駅
前
第

３
ビ
ル
２１階

）
電
話
（
０６）

６３４５－
００７１

大
分
県
福
岡
事
務
所
〒
８１０－

０００１
福
岡
市
中
央
区
天
神
２
－
１４－

８
（
福
岡
天
神
セ
ン
タ

ー
ビ
ル
１０階

）
電
話
（
０９２）

７２１－
００４１

（
注
１
）
申
込
書
等
は
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
病
院
局
の
ペ
ー
ジ
http://w

w
w
.pref.oita.jp/

soshiki/７５００７/）
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

（
注
２
）
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
左
側
に
「
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
採
用
選
考

受
験
案
内
請
求
」
と
赤
書
き
の
上
、
返
信
用
封
筒
（
角
形
２
号
封
筒
（
２４０m

m
×
３３２

m
m
）
に
宛
先
を
明
記
し
１４０円

切
手
を
貼
付
し
た
も
の
）
を
同
封
し
、
大
分
県
立
病
院
事

務
局
総
務
経
営
課
人
事
班
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

⑶
申
込
書
の
提
出

所
定
の
申
込
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
験
票
の
所
定
欄
に
５２円

切
手
を
貼
付
の
上
、
下
記
に

よ
り
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
受
験
票
を
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
病
院
局
の
ペ
ー
ジ
）
か
ら

印
刷
し
た
場
合
は
、
官
製
は
が
き
の
裏
面
に
貼
付
の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
左
側
に
「
職
員
（
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）
採
用
選
考
受
験
」
と

赤
書
き
し
、
郵
便
局
の
窓
口
に
持
参
し
て
簡
易
書
留
の
手
続
を
行
い
、
簡
易
書
留
の
受
領
証
を
受
験
票

が
届
く
ま
で
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
込
先
）
大
分
県
病
院
局
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
人
事
班

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６番

地
（
申
込
期
間
）
平
成
２８年

１０月
１１日

（
火
）
か
ら
同
年
１１月

４
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
祝
日
を
除
く
。
）
の
８
時
３０分

か
ら
１７時

１５分
ま
で
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
１１月

４
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受

け
付
け
ま
す
。

⑷
申
込
者
へ
の
受
験
票
の
郵
送
等

大
分
県
病
院
局
が
申
込
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
１１月

中
旬
に
申
込
者
に
受
験
票
を
郵
送
し
ま
す
。

な
お
、
１１月

１６日
（
水
）
ま
で
に
受
験
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営

課
人
事
班
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

６
採
用
予
定
者
数

１
人

７
採
用
時
期

採
用
予
定
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
２９年

４
月
１
日
で
す
。

８
勤
務
予
定
場
所

大
分
県
立
病
院
に
勤
務
し
、
患
者
相
談
支
援
業
務
等
に
従
事
し
ま
す
。

９
給
与
初
任
給
と
し
て
月
額
、
大
卒
（
実
務
経
験
１
年
の
場
合
）
１９０，２００円

、
短
大
３
卒
（
実
務
経
験
１
年

の
場
合
）
１８３，３００円

（
平
成
２８年

４
月
１
日
現
在
）
の
ほ
か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

時
間
外
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
勤
務
態
様
等
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
職
歴
等
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
ま
す
。

１０
問
合
せ
・
連
絡
先

大
分
県
病
院
局
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
人
事
班

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６番

地
電
話
０９７－

５４６－
７２８２

平
成
二
十
八
年
十
月
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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